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【手続補正書】
【提出日】平成21年9月10日(2009.9.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
式（Ｉ）
【化１】

の化合物、またはその薬学的に受容可能な塩、溶媒和物もしくは水和物。
【請求項２】
請求項１に記載の化合物またはその薬学的に受容可能な塩、溶媒和物もしくは水和物およ
び薬学的に受容可能なキャリアを含む薬学的組成物。
【請求項３】
請求項１に記載の化合物またはその薬学的に受容可能な塩、溶媒和物もしくは水和物と薬
学的に受容可能なキャリアとを混合する工程を包含する、薬学的組成物を製造する方法。
【請求項４】
ヒトの身体または動物の身体を処置するための、請求項１に記載の化合物またはその薬学
的に受容可能な塩、溶媒和物もしくは水和物を含む、組成物。
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【請求項５】
個体における代謝関連疾患を処置するための、請求項１に記載の化合物またはその薬学的
に受容可能な塩、溶媒和物もしくは水和物を含む、組成物。
【請求項６】
前記代謝関連疾患が、Ｉ型糖尿病、ＩＩ型糖尿病、不適切な耐糖性、インスリン抵抗性、
高血糖、高脂血症、高トリグリセリド血症、高コレステロ－ル血症、脂質代謝異常および
シンドロ－ムＸからなる群より選択される、請求項５に記載の組成物。
【請求項７】
前記代謝関連疾患がＩＩ型糖尿病である、請求項５に記載の組成物。
【請求項８】
前記代謝関連疾患が高血糖である、請求項５に記載の組成物。
【請求項９】
前記代謝関連疾患が脂質代謝異常である、請求項５に記載の組成物。
【請求項１０】
前記代謝関連疾患がシンドロ－ムＸである、請求項５に記載の組成物。
【請求項１１】
個体における肥満を処置するための、請求項１に記載の化合物またはその薬学的に受容可
能な塩、溶媒和物もしくは水和物を含む、組成物。
【請求項１２】
個体の食物摂取を減少させるための、請求項１に記載の化合物またはその薬学的に受容可
能な塩、溶媒和物もしくは水和物を含む、組成物。
【請求項１３】
個体の満腹感を誘発させるための、請求項１に記載の化合物またはその薬学的に受容可能
な塩、溶媒和物もしくは水和物を含む、組成物。
【請求項１４】
個体の体重増加を調節するか、または減少させるための、請求項１に記載の化合物または
その薬学的に受容可能な塩、溶媒和物もしくは水和物を含む、組成物。
【請求項１５】
前記個体がヒトである、請求項５～１４のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１６】
個体における代謝関連疾患の処置に使用する医薬の製造のための、請求項１に記載の化合
物またはその薬学的に受容可能な塩、溶媒和物もしくは水和物の使用。
【請求項１７】
個体におけるＩ型糖尿病、ＩＩ型糖尿病、不適切な耐糖性、インスリン抵抗性、高血糖、
高脂血症、高トリグリセリド血症、高コレステロ－ル血症、脂質代謝異常またはシンドロ
－ムＸの処置に使用する医薬の製造のための、請求項１に記載の化合物またはその薬学的
に受容可能な塩、溶媒和物もしくは水和物の使用。
【請求項１８】
個体におけるＩＩ型糖尿病の処置に使用する医薬の製造のための、請求項１に記載の化合
物またはその薬学的に受容可能な塩、溶媒和物もしくは水和物の使用。
【請求項１９】
個体における高血糖の処置に使用する医薬の製造のための、請求項１に記載の化合物また
はその薬学的に受容可能な塩、溶媒和物もしくは水和物の使用。
【請求項２０】
個体における脂質代謝異常の処置に使用する医薬の製造のための、請求項１に記載の化合
物またはその薬学的に受容可能な塩、溶媒和物もしくは水和物の使用。
【請求項２１】
個体におけるシンドロ－ムＸの処置に使用する医薬の製造のための、請求項１に記載の化
合物またはその薬学的に受容可能な塩、溶媒和物もしくは水和物の使用。
【請求項２２】
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個体における肥満の処置に使用する医薬の製造のための、請求項１に記載の化合物または
その薬学的に受容可能な塩、溶媒和物もしくは水和物の使用。
【請求項２３】
個体における食物摂取の減少に使用する医薬の製造のための、請求項１に記載の化合物ま
たはその薬学的に受容可能な塩、溶媒和物もしくは水和物の使用。
【請求項２４】
個体における満腹感の誘発に使用する医薬の製造のための、請求項１に記載の化合物また
はその薬学的に受容可能な塩、溶媒和物もしくは水和物の使用。
【請求項２５】
個体における体重増加の調節または減少に使用する医薬の製造のための、請求項１に記載
の化合物またはその薬学的に受容可能な塩、溶媒和物もしくは水和物の使用。
【請求項２６】
前記個体がヒトである、請求項１６～２５のいずれか一項に記載の使用。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１４２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１４２】
【化７】

　２－メチル－ピリジン－３－オール（２ｇ、１８．３２ｍｍｏｌ）および４，６－ジク
ロロ－５－メチル－ピリミジン（２．９８ｇ、１８．３２ｍｍｏｌ）の混合物に、ＤＭＡ
（１５ｍＬ）を加えた。できた溶液を－８℃で１時間攪拌し、そして炭酸カリウム（２．
５３ｇ、１８．３２ｍｍｏｌ）を、１部分として導入したが、有意な発熱反応は検出され
なかった（添加後の温度は－７．２℃であった）。その混合物を室温まで温め（２時間）
、そして次いでさらに３時間攪拌した（反応の進行を、ＬＣＭＳを用いてモニターした）
。その未精製の混合物を０℃まで冷却した；冷却水（３℃、１５ｍＬ）をゆっくりと加え
た。温度は１６℃まで上がり、固体を１．７℃でろ過し、そして冷却水（３℃、３×１５
ｍＬ）で３回洗浄し、そして真空乾燥器で、５０℃で２４時間乾燥した。その固体を回収
して、４－クロロ－５－メチル－６－（２－メチル－ピリジン－３－イルオキシ）－ピリ
ミジン（３．５８３３ｇ、８９．５％）を得た。ＬＣＭＳ：２３６－２３８（ＭＨ）＋，
２００．１，１５５－１５５７，１１９．２．ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，δｐｐｍ，ＤＭＳ
Ｏｄ６）：８．４（１Ｈ，ｓ），８（１Ｈ，ｄｄ，Ｊ），７．６５（１Ｈ，ｄｄ，Ｊ），
７．３５（１Ｈ，ｄｄ，Ｊ），２．４２（３Ｈ，ｓ），２．３（３Ｈ，ｓ）。
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